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女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す

運

動

期

間

11
月
12
日
㊌
〜
25
日
㊋
は「
女
性

に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
期

間
」、11
月
25
日
は「
女
性
に
対
す
る

暴
力
撤
廃
国
際
日
」で
す
。

暴
力
は
、そ
の
対
象
の
性
別
や
加

害
者
・
被
害
者
の
間
柄
を
問
わ
ず
、決

し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。特
に
、配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴

力
、性
犯
罪
・
性
暴
力
、ス
ト
ー
カ
ー

行
為
、売
買
春
、人
身
取
引
、セ
ク

シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
な
ど
の
暴

力
は
、重
大
な
人
権
侵
害
で
す
。暴
力

に
対
し
て
正
し
い
知
識
を
持
ち
、女

性
に
対
す
る
暴
力
の
根
底
に
あ
る
女

性
の
人
権
の
軽
視
を
な
く
し
、女
性

の
人
権
を
尊
重
す
る
な
ど
、私
た
ち

に
で
き
る
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。町

で
は
、女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ

る
暴
力
の
根
絶
を
広
く
呼
び
か
け
る

と
と
も
に
、「
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、ま

ず
は
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。」と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
て
、パ
ー
プ

ル
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
実
施
し
ま
す
。

11
月
12
日
㊌

警

察

に

よ

る

犯
罪
被
害
者
な
ど
へ
の
支
援

警
察
で
は
、犯
罪
の
被
害
者
や
そ

の
ご
家
族
の
精
神
的
・
経
済
的
負
担

な
ど
の
軽
減
を
図
る
た
め
、さ
ま
ざ

ま
な
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
各
種
制
度
の
案
内
や
捜
査
状
況
の

連
絡
な
ど
の
情
報
提
供

●
相
談
の
受
理（
女
性
職
員
対
応
可
）

●
臨
床
心
理
士
に
よ
る
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ

●
付
き
添
い
な
ど
の
支
援
や
関
係
機

関
の
紹
介

●
被
害
者
用
事
情
聴
取
室
な
ど
の
整

備
●
殺
人
や
性
犯
罪
な
ど
の
被
害
に
伴

う
被
害
者
の
初
診
料
、検
査
料
、診

断
書
料
、遺
体
搬
送
費
用
お
よ
び

遺
体
修
復
費
、自
宅
で
凶
悪
犯
罪

の
被
害
に
あ
っ
た
際
の
転
居
費
用

な
ど
の
補
助

●
同
一
加
害
者
か
ら
生
命
・
身
体
な

ど
の
被
害
を
受
け
な
い
た
め
の
安

全
確
保
措
置

県
警
察
本
部
広
報
広
聴
課
犯
罪
被

害
者
支
援
室

☎
０
２
７
・
２
４
３
・
０
１
１
０（
代
表
）

県
営
住
宅
12
月
定
期
募
集

▼
入
居
資
格

現
在
住
宅
に
困
っ
て

い
る
人

※
世
帯
収
入
に
よ
る
制
限
あ
り

※
連
帯
保
証
人
不
要
、単
身
で
の
申

し
込
み
可
能

▼
申
込
用
紙
・
募
集
案
内
配
布

県
住
宅
供
給
公
社（
前
橋
市
紅
雲

町
）、県
民
セ
ン
タ
ー（
群
馬
県
庁
２

階
）、県
土
木
事
務
所
、県
保
健
福
祉

事
務
所
、役
場
な
ど

▼
申
込
期
間

12
月
１
日
㊊
〜
15
日
㊊

▼
申
し
込
み
方
法

所
定
の
申
込
用

紙
を
県
住
宅
供
給
公
社
へ
郵
送
ま
た

は
メ
ー
ル

※
入
居
者
は
公
開
抽
選
で
選
定
し
ま

す
。

※
随
時
申
し
込
み
を
受
け
付
け
て
い

る
団
地
も
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

県
住
宅
供
給
公
社

☎
０
２
７
・
２
２
３
・
５
８
１
１

０
２
７
・
２
２
３
・
９
８
０
８

午
後
５
時
〜
10
時

役
場
南
側
町
章
部
分

▼「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す

運
動
」内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
s://w

w
w
.ge
n
d
e
r.

go.jp/policy/no_violence/
no_violence_act/index.htm

l

健
康
福
祉
課
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
６（
直
通
）

ひとりで悩んでいませんか？

◀相談窓口一覧
（県ホームページ）

DV（ドメスティック・バイオレンス、配偶者や事実婚、交際相手な
ど親しい関係で起こる暴力）は、許されない人権侵害行為です。
つらい思いをされている人はご相談ください。

問い合わせ先
健康福祉課 福祉室
☎26-2246（直通）

※命の危険を感じた場合は迷わず110番通報してください。

渋
川
警
察
署
警
務
課

☎
23
・
０
１
１
０（
代
表
）
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吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）17

避

難

所

開

設

訓

練

11
月
16
日
㊐

午
前
９
時
〜
午
後
１
時

明
治
地
区
児
童
屋
内
体
育
施
設

（
明
治
小
学
校
体
育
館
）

受
付
業
務
、ル
ー
ル
決
め
、段
ボ
ー

ル
ベ
ッ
ド
設
営
、ブ
ー
ス
展
示
な
ど

※
ご
自
由
に
見
学
い
た
だ
け
ま
す
。

総
務
課
協
働
安
全
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

慰
霊
友
好
親
善
事
業

先
の
大
戦
で
父
な
ど
を
亡
く
し
た

戦
没
者
の
遺
児
を
対
象
と
し
て
、慰

霊
友
好
親
善
事
業
の
参
加
者
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

父
な
ど
の
戦
没
し
た
旧
戦
域
を
訪

れ
、慰
霊
追
悼
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、現
地
の
住
民
と
友
好
親
善
を
は

か
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
事
業

で
す
。

１
人
10
万
円

日
程
・
実
施
地
域
な
ど
詳
細
に
つ

い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
一
財
）日
本
遺
族
会
事
務
局

☎
０
３
・
３
２
６
１
・
５
５
２
１

過
労
死
等
防
止
対
策

推
進
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

近
年
、働
き
過
ぎ
や
パ
ワ
ー
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
な
ど
の
労
働
問
題
に
よ
っ

て
多
く
の
尊
い
命
が
失
わ
れ
、ま
た

心
身
の
健
康
が
損
な
わ
れ
、深
刻
な

社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

11
月
は
計
量
強
調
月
間
で
す

私
た
ち
の
身
の
回
り
に
は
、物
の

長
さ
や
重
さ
、量
を
計
る
た
め
の「
計

量
器
」と
呼
ば
れ
る
機
器
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。ス
ー
パ
ー
の
量
り
売

り
用
の
は
か
り
や
、ガ
ソ
リ
ン
ス
タ

ン
ド
の
給
油
メ
ー
タ
ー
、水
道
・
ガ

ス
・
電
力
の
使
用
量
を
記
録
す
る

メ
ー
タ
ー
、ま
た
、家
庭
内
に
は
、体

重
計
や
血
圧
計
、体
温
計
な
ど
が
あ

り
、私
た
ち
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い

ま
す
。

現
行
の
計
量
法
が
施
行
さ
れ
た
11

月
1
日
を「
計
量
記
念
日
」、11
月
を

「
計
量
強
調
月
間
」と
し
て
定
め
て
い

ま
す
。こ
の
機
会
に
、身
の
回
り
の

「
計
量
」に
目
を
向
け
て
み
ま
し
ょ

う
。群
馬
県
計
量
検
定
所
で
は
、家
庭

の
体
重
計
や
料
理
用
は
か
り
な
ど
の

精
度
確
認
の
ご
依
頼
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。ま
た
、計
量
に
つ
い
て
の
相

談
に
も
応
じ
て
い
ま
す
。お
気
軽
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
日

㊊
〜
㊎（
㊗
・
年
末
年
始
を
除
く
）

▼
相
談
時
間

午
前
9
時
〜
午
後
4
時

▼
相
談
方
法

来
所
ま
た
は
電
話

▼
相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

〒
３
７
９-

２
１
５
２

前
橋
市
下
大
島
町
８
１-

１
３

群
馬
県
計
量
検
定
所

☎
０
２
７
・
２
６
３
・
２
４
３
６

０
２
７
・
２
６
３
・
３
１
４
２

有
識
者
や
過
労
死
で
亡
く
な
ら
れ

た
方
の
ご
遺
族
な
ど
も
登
壇
し
、過

労
死
な
ど
の
現
状
や
課
題
、防
止
対

策
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

11
月
26
日
㊌

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分（
午

後
１
時
か
ら
受
け
付
け
）

高
崎
市
岩
押
町
12
番
24
号

Ｇ
メ
ッ
セ
群
馬（
群
馬
コ
ン
ベ
ン

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
）２
階
中
会
議
室

２
０
１

無
料

詳
細
、申
し
込
み
方
法
は「
過
労
死

等
防
止
対
策
推
進
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

の
特
設
サ
イ
ト
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。厚

生
労
働
省
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
事
業

受
託
事
業
者(

株)

プ
ロ
セ
ス
ユ
ニ
ー
ク

☎
０
５
７
０
・
０
２
６
・
０
２
７

費 内 期場 時問問

＝期日     ＝時間     ＝場所     ＝内容     ＝費用     ＝問い合わせ期 時 問費内場

期場 時問

FAX

費

▲「過労死等防止対策
　推進シンポジウム」
　特設サイト
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第

66

回

全

群

馬

近
代
こ
け
し
コ
ン
ク
ー
ル

▼
コ
ン
ク
ー
ル
部
門
・
出
品
資
格

ロ
ク
ロ
技
法
を
応
用
し
、木
の
素

材
を
活
か
し
た
新
作
の
作
品
に
限
り

ま
す
。

県
内
在
住
の
こ
け
し
生
産
者
な
ど

●
第
一
部

創
作
こ
け
し

●
第
二
部

新
型
こ
け
し

●
第
三
部

木
地
玩
具

こ
け
し
制
作
を
趣
味
で
行
う
中
学

生
以
上
の
県
内
在
住
者

●
第
四
部

一
般
の
部

※「
一
般
の
部
」へ
出
品
希
望
の
人

で
、自
身
で
こ
け
し
成
形
が
難
し

い
場
合
は
、一
定
の
形
の
木
地（
木

材
を
こ
け
し
の
形
に
成
形
し
た
も

の
）を
無
償
で
提
供
す
る
こ
と
が
可

能
で
す
。ご
希
望
の
人
は
こ
け
し
協

同
組
合（
卯
三
郎
こ
け
し

☎
54
・

６
７
６
６
）へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

①
下
記
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

普

通

救

命

講

習

渋
川
広
域
消
防
本
部
で
は
心
肺
蘇

生
、自
動
体
外
式
除
細
動
器（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）

の
使
用
方
法
お
よ
び
異
物
除
去
、止
血

法
を
習
得
す
る
普
通
救
命
講
習
を
開

催
し
ま
す
。受
講
に
は
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ

の
受
講
が
必
須
と
な
り
ま
す
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
に
な
い
人

の
お
申
し
込
み
に
つ
い
て
は
、別
途

相
談
し
ま
す
。

受
講
者
に
は「
普
通
救
命
講
習
修

了
証
」が
交
付
さ
れ
ま
す
。

12
月
13
日
㊏

午
前
９
時
〜
11
時

渋
川
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー  

４
階

大
会
議
室（
渋
川
市
渋
川
１
７
６
０-

１
）

渋
川
広
域
圏
内
に
在
住
・
在
勤
・
在

学
者30

人

※
先
着
順

無
料

※
動
き
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

▼
申
込
期
間

11
月
25
日
㊋
〜
12
月
５
日
㊎

　
　
渋
川
広
域
消
防
本
部
警
防
課
救
急
係

☎
25
・
４
１
９
２（
直
通
）

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

1
人
で
も
雇
っ
た
ら
、労
働
保

険
の
成
立
手
続
き
が
必
要
で
す

「
労
働
保
険
」と
は
、労
働
者
災
害

補
償
保
険（
労
災
保
険
）と
雇
用
保
険

の
総
称
で
す
。常
勤
、パ
ー
ト
、ア
ル

②
所
定
の
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、県
観
光
物
産
国
際
協
会
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。申
込
書
は
、県

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
る
ほ
か
、役
場
産
業
振
興
室
で

も
配
布
し
て
い
ま
す
。

12
月
19
日
㊎

▼
審
査
会

令
和
８
年
２
月
６
日
㊎

▼
一
般
公
開

令
和
８
年
２
月
６
日

㊎
〜
９
日
㊊

県
観
光
リ
ト
リ
ー
ト
推
進
課
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
・
誘
客
促
進
係

☎
０
２
７
・
２
２
６
・
３
３
８
１

バ
イ
ト
な
ど
の
名
称
や
雇
用
形
態
に

か
か
わ
ら
ず
、労
働
者
を
１
人
で
も

雇
っ
て
い
る
事
業
は
原
則
、強
制
適

用
事
業
で
あ
り
、労
働
保
険
の
成
立

手
続
き
を
行
う
義
務
が
生
じ
ま
す
。

手
続
き
を
行
っ
て
い
な
い
事
業
主

は
、速
や
か
に
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

県
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
２
７
・
８
９
６
・
４
７
３
４

▲申し込み
　フォーム

▲県ホームページ

締

申

問

問
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